
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
二
年
四
月
十
三
日

参

議

院

経

済

産

業

委

員

会

政
府
は
、
中
小
企
業
を
取
り
巻
く
環
境
が
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次

の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

共
済
金
の
貸
付
限
度
額
の
政
令
事
項
化
に
当
た
っ
て
は
、
企
業
倒
産
の
動
向
等
が
共
済
収
支
に
与
え
る
影
響
な
ど
を
十
分

勘
案
し
つ
つ
、
中
小
企
業
が
連
鎖
倒
産
に
陥
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
貸
付
限
度
額
に
つ
い
て
実
効
性
の
あ
る
水
準
に
定
め

る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

二

共
済
事
由
に
つ
い
て
私
的
整
理
の
一
部
を
追
加
す
る
に
際
し
て
は
、
取
引
先
の
倒
産
に
伴
う
被
害
実
態
等
を
踏
ま
え
、
省

令
指
定
の
対
象
を
明
確
に
定
め
る
と
と
も
に
、
偽
装
倒
産
の
よ
う
な
制
度
の
悪
用
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
留

意
す
る
こ
と
。

三

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
制
度
の
財
政
基
盤
の
強
化
と
確
実
な
運
営
を
図
る
た
め
、
加
入
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
等
に
よ

り
制
度
の
魅
力
を
高
め
、
ま
た
、
制
度
の
周
知
・
普
及
活
動
を
効
果
的
に
実
施
す
る
な
ど
加
入
促
進
対
策
を
積
極
的
に
推

進
す
る
と
と
も
に
、
回
収
率
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

四

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
は
、
中
小
企
業
の
資
金
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
共
済
金
の
貸
付
手
続
の
簡
素
化
・

迅
速
化
を
図
る
と
と
も
に
、
新
た
に
追
加
さ
れ
る
共
済
事
由
に
係
る
審
査
期
間
の
短
縮
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


